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【取り組みの状況】 

 

9月定例県議会の地方分権行財政改革調査特別委員会において、総務部から

「財政健全化基本方針」(平成 20年度から平成 23年度の集中改革期間)の取り

組みについて、報告がありました。 

それによると、危機的な県財政を立て直すため、平成 20年度から 23年度の

4年間設定された「集中改革期間」で、県の一般会計の収支不足を 715億円圧

縮することができたということです。 

島根県では、平成 19 年に溝口知事が就任してから、「財政健全化基本方針」

(平成 20年から平成 29年)を策定しました。 

この「方針」では、各年度の歳出に対して歳入が 240 億円から 275 億円不

足し、10 年間でトータル 2550 億円の財源が不足すると予測されることから、

基金から 10年間で 450億円取り崩すとともに、2100億円の不足額を圧縮して

いくこととしました。 

その中でも特に、平成 20年度から 23年度を「集中改革期間」として、700

億円改善をめざしていました。 

県によると、島根原発の核燃料税率の引き上げや県有財産の売却などで 282

億円の財源を増やし、その一方で、職員や知事や議員の特別職の給与や歳費の

カットで 252億円を捻出したほか、事務事業の見直しで 93億円を削るなどし

て、433億円を節減できたということです。その結果、23年度末までの改善額

が、当初目標を上回る 715億円に達する見通しとなったとのことです。 

 

【今後の改革の進め方】 

 

しかし、この後も、平成 24 年度からの 6 年間で、さらに総額 1400 億円の

収支不足が見込まれており、これをどうするか大きな課題が残っています。 

今後の取り組みについては、県では「集中改革期間の取組みや実績を維持し

つつ、平成 23 年度末をもって条例上の期限を迎える給与の特例減額の取扱い

や更なる事務事業の見直しなどについて、社会経済情勢、国の予算の動向等を

注視しつつ、県内各界各層のご意見もよく伺いながら、改革の進め方や具体的

な取組を検討していきます」としており、具体的な方針は示されていません。 

いずれにせよ、県経済の厳しさが今後も続いていくと予想される中で、職員

の給与カットを継続していくのかどうなのか、あるいは景気対策のための公共

投資をどうするのかなど、難しい判断を迫られそうです。 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 


